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参考２

参照条文

○住民基本台帳法の目的規定（第１条）の改正経緯

住民登録法（昭和二十六年法律第二百十八号）

第一条 この法律は、市町村（特別区を含む。以下同じ ）においてその住民を登録する。

ことによつて、住民の居住関係を公証し、その日常生活の利便を図るとともに、常時人

口の状況を明らかにし、各種行政事務の適正で簡易な処理に資することを目的とする。

住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）

（昭和６０年改正前）

第一条 この法律は、市町村（特別区を含む。以下同じ ）において、住民の居住関係の。

公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の

住所に関する届出等の簡素化を図るため、住民に関する記録を正確かつ統一的に行なう

住民基本台帳の制度を定め、もつて住民の利便を増進し、あわせて国及び地方公共団体

の行政の合理化に資することを目的とする。

↓

（昭和６０年改正後）

第一条 この法律は、市町村（特別区を含む。以下同じ ）において、住民の居住関係の。

公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の

住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るた

め、住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳の制度を定め、もつて住民

の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的と

する。
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○行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十八号 （抄））

（個人情報の保有の制限等）

第三条 行政機関は、個人情報を保有するに当たっては、法令の定める所掌事務を遂行す

、 、 。るため必要な場合に限り かつ その利用の目的をできる限り特定しなければならない

２ 行政機関は、前項の規定により特定された利用の目的（以下「利用目的」という ）。

の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。

３ 行政機関は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有す

ると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

（利用及び提供の制限）

第八条 行政機関の長は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個

人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

２ 前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当すると認める

ときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することが

できる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供す

ることによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められ

るときは、この限りでない。

一 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

二 行政機関が法令の定める所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用

、 。する場合であって 当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき

三 他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人に保有個人情

報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又

は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利

用することについて相当な理由のあるとき。

四 前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人

、 、情報を提供するとき 本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき

その他保有個人情報を提供することについて特別の理由のあるとき。

３ 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の法令の規定の適用を妨げ

るものではない。

４ 行政機関の長は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保

有個人情報の利用目的以外の目的のための行政機関の内部における利用を特定の部局又

は機関に限るものとする。

（保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求）

第九条 行政機関の長は、前条第二項第三号又は第四号の規定に基づき、保有個人情報を

提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に

対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な

制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置

を講ずることを求めるものとする。
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○個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十七号 （抄））

（適用除外）

第五十条 個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報を取

り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、前章の規

定は、適用しない。

一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関（報道を業として行う個人を含む ）。

報道の用に供する目的

二 著述を業として行う者 著述の用に供する目的

三 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者 学術

研究の用に供する目的

四 宗教団体 宗教活動（これに付随する活動を含む ）の用に供する目的。

五 政治団体 政治活動（これに付随する活動を含む ）の用に供する目的。

２ 前項第一号に規定する「報道」とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実

として知らせること（これに基づいて意見又は見解を述べることを含む ）をいう。。

３ 第一項各号に掲げる個人情報取扱事業者は、個人データの安全管理のために必要かつ

適切な措置、個人情報の取扱いに関する苦情の処理その他の個人情報の適正な取扱いを

確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなけ

ればならない。


